
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大正区将来ビジョン 2029 

大正区役所 

ここが好き。だから、もっと好きになるまち大正区 

～チャレンジを応援し、地域と共に未来を築く、 

大正区ならではの魅力あふれる持続可能なまちづくり～ 
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はじめに 

大正区は、江戸時代の新田開発や船番所の設置、北前船の寄港によって港町とし

て発展し、明治時代には「東洋のマンチェスター1」と呼ばれる大阪工業地帯の中心

として大いに栄えました。その後、昭和に入り、戦争や台風により甚大な被害を受

けましたが、その都度、力強く復興を遂げてきました。 

 

戦後には沖縄や九州・四国等の国内各地から多くの人々が移住してこられ、昭和

40 年には人口が 9 万 5 千人に達しましたが、産業構造の変化や少子高齢化等の影

響から、現在は約 6 万人にまで減少しています。全国的な人口減少傾向の中、大正

区においても今後、大幅な人口増加は見込めません。そうした状況下で、大正区が

今後も魅力ある持続可能な都市となるためには、まちのリノベーションにどう取り

組むかが課題となっています。 

 

大正区には多くの魅力的な人や場所があり、非常に高いポテンシャル（潜在価値）

を有していることから、まちをリノベーションすることで再び多くの人や企業を惹

きつけるチャンスがあると考えています。 

 

平成 24 年 8 月より区役所が総合的なまちづくりを担う新しい市政運営が本格的

に始まり、大正区でも将来像の実現に向けた方向性を示す「大正区将来ビジョン」

を策定し、区民主体のまちづくりに取り組んできました。今回策定した『大正区将

来ビジョン 2029』では、これまでの進捗を踏まえつつ、現在の課題認識のもと、

引き続き大正区にふさわしいまちづくりを進めていきます。 

 

「大正区将来ビジョン 2029」のめざすべき将来像に「ここが好き。だから、も

っと好きになるまち大正区」を掲げ、大正区に暮らす人、働く人、訪れる人等、全

ての方が大正区の魅力を実感し、さらに発展していくことをめざします。そのため

に大正区にある地域資源や伝統、風土といった大正区の良さを活かしながら、まち

の魅力をさらに高めていきます。また、地域の持つ多様な魅力や人のつながりを大

切にし、世代や立場、分野の違いを尊重しながら横断的な連携を図ります。さらに、

新しいチャレンジに取り組む人々を支援することで、多様性と活力あふれる大正区

をつくり上げます。 

 
1 当時の大阪は日本を代表する工業都市であり、産業革命を牽引したイギリスの工業都市マンチェスターになぞらえ

て、明治・大正・昭和にわたって「東洋のマンチェスター」と呼ばれた。 
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さらに、昨年閉幕した大阪・関西万博や令和 12年(2030年)開業予定の IR2、令

和 13年(2031年)のなにわ筋線開業等、近年、大阪府・市全体が都市として大きな

変革期を迎え、交流人口や経済活動の拡大が期待される大きなチャンスが到来して

います。大正区もこれらの動きを的確に捉え、新たな賑わいと活力を呼び込んでい

きたいと考えています。 

 

また、区民の利便性向上のため、行政手続きのオンライン化を含む DX（デジタル

トランスフォーメーション）3を着実に推進するとともに、「誰一人取り残さない」

社会の実現等、SDGs4の理念に基づいた持続可能な社会をめざすまちづくりを進め

てまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後も本将来ビジョンに沿って、私たち大正区役所は、“大阪市で一番ハードル

が低い区役所”として、大正区に関わる全ての皆さんと共に、区役所職員が一丸と

なって取り組んでまいりますので、皆様方のご支援、ご協力をよろしくお願い申し

上げます。 

 

大 正 区 長  村田 哲志  

 
2 Integrated Resort の頭文字で統合型リゾートと呼ばれるホテル、レストラン、エンターテイメント施設、カジノ等で

構成される一群の施設。 
3 デジタル技術の活用による新たな商品・サービスの提供、新たなビジネスモデルの開発を通して、社会制度や組織文化

等も変革していくような取組を指す概念。 
4 2015 年 9 月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」に記載された 2016 年から 2030

年までの国際目標。持続可能な世界を実現するための 17 のゴール・169 のターゲットから構成され、「誰一人取り残さな

い」社会の実現をめざし、経済・社会・環境をめぐる広範な課題に統合的に取り組むもの。 
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１ 大正区将来ビジョンとは 

区長が区内の基礎自治行政を総合的に推進していく上で、地域としての区のめ

ざすべき将来像、将来像の実現に向けた施策展開の方向性等をとりまとめ、区民

の皆さんに明らかにするものです。今回策定した『大正区将来ビジョン 2029』

は、「市政改革プラン」等の全市的な方針を踏まえ、令和５年度（2023 年度）に

策定した『大正区将来ビジョン 2025』を引き継ぎ、更に発展させた大正区のま

ちづくりの基礎となる計画であり、年度ごとに作成する区運営方針の目標設定の

根拠となります。 

また、将来ビジョンの別冊として、今後まちづくりに特化したグランドデザイ

ンの策定も予定しています。これにより、より具体的なまちづくりの方向性を中

長期的な視点で明らかにしていきたいと考えています。 

 

２ 計画期間 

『大正区将来ビジョン 2029』の計画期間は、令和８年度（2026年度）から令

和 11年度（2029年度）までの４年間とします。 

 

 

《計画のイメージ》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新・市政改革プラン（市政運営の基本方針）

等の本市の方針

大正区将来ビジョン2029

大正区運営方針
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大正区は大阪市の南西部に位置して、海と川に囲まれた

臨海工業地帯として発展してきました。 

面積は 9.43 平方キロメートル、人口 59,253 人、

30,876 世帯（令和８年２月 1 日現在 推計人口）で、明

治 30 年に市域に編入され、西区、港区を経て、昭和７年

10月１日に大正区が発足しました。 

区名は、区の北端にある「大正橋」にちなんでいます。 

区の中心部には、区のシンボルである標高33メートルの「昭和山」を中心とし

た千島公園（11 ヘクタール）があります。公園内は千島公園イベント広場「くさ

っパひろっパ」や自然豊かな憩いの場「昭和山はなのみち」等、多くの花と緑に

囲まれ、春には区の花である「つつじ」をはじめ、たくさんの草花が公園一帯に

咲き誇ります。 

昭和山のふもとには、区総合庁舎、図書館併設のコミュニティセンター、体育

館、多目的グラウンド等の公共施設が配置されています。 

交通網は、区の北部に JR大阪環状線と Osaka Metro長堀鶴見緑地線の「大正

駅」があります。また、区内移動及び近隣への移動に関しては、大阪シティバス

が路線・本数ともに充実しており、急行バスも運行する等、区民の足として機能

しています。 

隣接区との連絡橋として「千本松大橋」、「新木津川大橋」、「なみはや大橋」さ

らには区内連絡橋として大正内港に「千歳橋」が架かり、スムーズな交通の循環

が図られています。また、令和４年に「ふね遺産」として認定された市内８か所

の渡船のうち、７か所が大正区に現存しており、これらは「動く橋」として運航

され、区民に愛され、親しまれています。 

  

昭和山 千歳渡船と千歳橋 
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１ 時代・現状認識 

かつての日本、そして大正区は、人口が増加し、若い世代が多く活気に満ち、

まちや産業が拡大していく「成長」の時代を経験してきました。その時代には、

行政による一律的なサービスの提供が必要とされ、効果的に機能していました。

人材・物理的資源・資金といったリソース が豊富にあったことも、そのような行

政の仕組みを支えていました。 

しかし、少子高齢化が進行し、現在では人口減少や生産年齢人口（働く世代）

の急激な減少が地域の課題としてより明確に表れるようになっています。また、

区民一人ひとりの価値観やライフスタイルも多様化しています。 

このような社会環境の変化の中で、行政が一律にまちづくりを進めるのではな

く、民間や地域の人々、団体、企業が「やりたい」、「挑戦したい」と思うことを

サポートする方向への転換が必要になっています。これからの大正区では、行政

がパートナーとして区民や民間のチャレンジを支援し、多様性をまちの力に変え

ていくことが、持続可能なまちづくりのための重要な考え方となります。 

 

２ 区政の基本理念 

（１）めざすべき将来像 

 

 

 

 

 

大正区のめざすべき将来像は、「ここが好き。だから、もっと好きになるま

ち大正区」です。地域に暮らす人も、働く人も、訪れる人も、誰もが大正区の

良さを感じ、さらに魅力的なまちへと成長していくことをめざします。 

そのために今ある地域資源や伝統、風土といった大正区の良さを活かしなが

ら、まちの魅力をさらに高めていきます。また、地域の持つ多様な魅力や人の

つながりを大切にし、世代や立場、分野の違いを尊重しながら横断的な連携を

図ります。さらに、新しいチャレンジに取り組む人々を支援することで、多様

性と活力あふれる持続可能な大正区を共につくります。 

 

（２）「異和共生」の理念 

「異和共生」とは、関西沖縄文庫主宰の“かなぐすく”金城
きんじょう

馨
かおる

氏が提唱し

ここが好き。だから、もっと好きになるまち大正区 

～チャレンジを応援し、地域と共に未来を築く、 

大正区ならではの魅力あふれる持続可能なまちづくり～ 
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た概念で、お互いの違いを壁で覆い隠すことなく、その壁を完全に取り払うの

でもなく、むしろ壁を残したままでそれぞれの文化や歴史を大切にしつつ、壁

越しに一歩あるいは半歩でも踏み出して、共にできることを増やしていくとい

う考え方で、その語源は「異なったまま、和やかに、共に生きる」状態を表

したものです。この考え方は、異なる文化や個性を無理に同じにするのではな

く、違いを認め合い、穏やかに共生することで新たな魅力や価値を生み出すま

ちづくりをめざすものです。 

大正区は、明治時代以降沖縄や九州、四国等の日本各地から移住してきた

人々が多く住む地域であり、それぞれのルーツや文化を尊重しながら共に暮ら

してきた歴史があります。この大正区の特性を踏まえ、「異和共生」を基本理

念とし、まちづくり・区政運営を進めていきます。 

 

（３）大正区のポテンシャルを活かすまちのリノベーション 

大正区は、海と川に囲まれた地の利を生かし、明治時代から名だたる工場が

立地する等、臨海工業地帯として発展してきた歴史的経過から、「ものづくり

のまち」として、ものづくり企業を支え、それらの企業に支えられながらまち

をつくってきました。また、地域のコミュニティ活動が活発で、地域で助け合

って生きるエネルギーに満ちたまちでもあります。 

こうした歴史や良き伝統を土台としつつ、大正区の持つ潜在的な価値を積極

的に発掘・発信し、さらに魅力あふれるまちとなるよう、新たな取組を進めて

います。 

めざすべき将来像を実現するためには、大正区が持つポテンシャル（潜在的

な価値）を最大限に活かす「まちのリノベーション」が不可欠です。まずは大

正区に今ある魅力を「再発見」し、大正区のファンを増やすことがまちの期待

値を上げる第一歩となります。今後も、まちの発展に意欲を持つ企業、地域団

体、商店、区民の皆さんと共に、より一層大正区のまちの価値を高めてまいり

ます。また、皆さんが主体的に活動できる民間主導のまちづくりを支援し、こ

れまで以上に新たなにぎわいの創出やリノベーションの推進に取り組んでまい

ります。 

 

 

 

 

ヨリドコ大正 

TUGBOAT_TAISHO 

(タグボート大正) 

大正トンボロマルシェ 



 

第３章 計画策定の基本的方向性  

- 8 - 

 

 

（４）めざすべき将来像を実現するための４つの柱 

めざすべき将来像を実現するため、次の４つの柱を立て、それぞれの柱に応

じた施策を推進していきます。また、各分野の施策が連携し合い、相乗効果を

もたらすよう努めてまいります。 

・こころつながる健やかなまち「大正」 (主に福祉、健康、人権) 

・みんなで守り未来へバトンをつなげるまち「大正」(主に防災、防犯) 

・こどもの夢をみんなで育むまち「大正」(主に子育て、見守り) 

・人・企業・まちが共に育つ、にぎわいと進化のまち「大正」(主にまちの

活性化・ものづくり)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上の基本理念に基づき、区政運営のテーマを分野ごとに分かりやすく「見

える化」するため、４つの柱ごとに将来ビジョンを各論として整理しました。

次の第４章では、これら各論について詳しく説明するとともに、第５章では４

つの柱を支える共通の取組についてご紹介いたします。 

めざすべき将来像を
実現するための

４つの柱

こころつながる 

健やかなまち「大正」 

(主に福祉、健康、人権) 

みんなで守り未来へ

バトンをつなげるまち「大正」 

(主に防災、防犯) 

 

人・企業・まちが共に育つ、 

にぎわいと進化のまち「大正」 

(主にまちの活性化・ものづくり) 

 

こどもの夢を 

みんなで育むまち「大正」 

(主に子育て、見守り) 
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・地域から孤立せずその人らしい生活を送ることができる「だれもが自分らし

く安心して暮らし続けられる地域づくり」が進んでいる状態 

・支援を必要とする本人・世帯が、地域社会とつながりを持ちながら包括的な

サービスを受けられる状態 

めざすべき将来像 

 
１ こころつながる健やかなまち「大正」                
 

（１）だれもが自分らしく安心して暮らせる地域づくりの推進 
 

「大阪市の将来推計人口（令和元年度推計)」では令和 27年(2045年)に大

正区の高齢者人口が約 43.8％に達する見込みであり、大阪市全体より高い水

準で高齢化が進むと予測されています。進む高齢化と同様に障がい者手帳の所

持者も増加しており、福祉支援のニーズが高まっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さらには、複合的な課題を抱える世帯の相談が増えており、総合的な支援の

仕組みを充実させる必要があります。 

現在、民生委員や見守り相談室5等による見守り活動が行われていますが、

生活困難者の早期発見と支援体制の強化が必要です。 

そして、日頃の見守りを災害時の安否確認や避難支援にも活用することが重

要です。 

地域のつながりの希薄化や担い手不足が進む中、区民・地域団体・企業が連

携して、セーフティネットをよりしっかりしたものとし、だれもが健康で文化

的に安定した生活を送りながら、経済的、社会的に自立できるよう支援する地

域づくりが求められています。 

 
5 社会福祉協議会内に福祉専門職を配置し、行政や地域が持つ要援護者情報を活用して、見守りの取組を進めています。 

3,887 
4,280 4,280 4,284 

592 741 801 1,020 588 
828 960 

1,184 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

平成22年度 平成27年度 令和元年度 令和5年度

大正区の障がい者手帳所持者数

身体障がい者手帳所持者 療育手帳所持者 精神障がい者保健福祉手帳所持者

(大阪市調) 
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◎施策の方向性 
 

①  地域見守り活動の推進 

引き続き、「地域見守り体制づくり推進事業」により、各地域集会所を拠点

に活動を行う「見守り推進員」や、民生委員・児童委員及び主任児童委員と協

働して日ごろの見守りを実施します。 
 

② 顔の見えるつながりづくり 

日ごろの見守り活動を通じて、災害時等いざという時の支援につながるよう、

顔の見える関係づくりやつながりづくりを推進します。 
 

③ 支援活動の認知度向上 

区役所が中心となり、地域・相談支援機関・区役所が連携して困難な課題を

抱えた方への支援に取り組んでいることについて、認知度の向上に努めます。 
 

④ 多機関連携による支援体制構築 

地域見守り活動や相談支援機関との連携を通じて、複合的な課題を抱える世

帯を把握・支援するため、「つながる場6」等の会議体や研修会を活用し、専門

家の助言で支援スキルを高めながら、多機関協働による分野横断的な連携体制

の構築をめざします。 

また、生活困窮世帯には生活保護制度等の公的支援を適切に活用し、健康で

文化的な生活の安定を図るためにセーフティネットをより強いものにするとと

もに、経済的・社会的自立に向けた継続的支援に取り組みます。 

 

 
6 複数の支援機関や専門家が集まり、複合的な課題を持つ人や世帯の支援方法を検討する場。 

・地域福祉推進会議メンバー、民生委員・児童委員及び主任児童委員、社会福祉

企業等へのアンケート又は調査で、「区が実施する地域福祉に関する取組がめ

ざすべき将来像のいずれかにつながっている」と回答した割合：60％以上 

・「つながる場」参加者アンケートで「相談支援機関の関わり方が明確になっ

た」、「包括的な支援につなげることができた」と回答した割合：80％以上 

・要援護者名簿に記載の要援護者について、令和 9 年度(2027 年度)までにマッ

ピング等で全地域の見える化を完了する。 

目安とする指標 
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⑤ 若い世代の福祉教育を支援 

区社会福祉協議会が小・中学校等で実施している車いす体験や高齢者体験を

はじめとした様々な福祉教育を支援する等して、若い世代が福祉について学習

する機会を通じて地域福祉を身近に感じ、考えるきっかけとなるよう取り組み

ます。 
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（２）健康寿命の延伸 
 

大正区では、大阪市が令和 6 年 3 月に策定した「すこやか大阪 21（第 3

次）」に基づき、健康寿命7の延伸を目標に、生活機能の維持・向上、ライフス

テージ 8に応じた生活習慣の改善、健康を支え守るための地域づくりを進めて

います。 

しかし、大正区は市内で高齢化率が 3番目に高い状況にあります。また特定

健診及び肺がん、子宮頸がん検診、乳がん検診の受診率9が市平均を下回って

おり、喫煙率 9は市平均を上回っています。これらの状況が、平均寿命10・健

康寿命の低下に影響を及ぼしていると考えられます。 

このため、生活習慣の改善（①栄養・食生活、②身体活動、③休養、④アル

コール、⑤たばこ、⑥歯・口腔の健康）や介護予防を推進し、健康寿命の延伸

に向けた取組を強化する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

7 健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間。 
8 人生の変化を節目で区切ったそれぞれの段階。 
9 健診受診率、喫煙率の割合はいずれも国民健康保険加入者のみのデータ。 
10 死亡率が今後変化しないものと仮定して、各年齢の人が平均で後何年生きられるかという期待値を表したもの。 

・区民が食生活や運動に関心を持ち、生活習慣を見直して、特定健診やがん検

診を通じて自身の健康状態を把握し、積極的に社会参加することで健康を維

持している状態 

めざすべき将来像 

79.53
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(大阪市人口動態統計調査) (大阪市国民健康保険特定健診法定用データ、大阪市調) 
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※加入保険や勤務先等でがん検診の受診ができない方を含みます。 

 

◎施策の方向性 
 

① 健康・介護予防の周知 

広報紙等を活用し、イベントや啓発内容によってターゲットやテーマを絞る

等の効果的な周知を行うことで、健康や介護予防への興味や関心を持つ区民の

増加を図ります。 
 

② 健康増進への協力推進 

企業や地域団体等とともに区民の健康寿命の延伸に向けて健康増進の取組を

行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・特定健診受診率（国民健康保険加入者）：令和７年度実績以上 

・がん検診受診者数（国民健康保険加入者等※）：令和７年度実績以上 

・特定健診受診者の喫煙率（国民健康保険加入者）：令和７年度実績以下 

目安とする指標 

いきいき百歳体操 健康わくわく塾 
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（３）人権尊重のまちづくり 
 

人権とは、誰もが生まれながらに持つ基本的な権利です。しかし、現代社会

では女性差別や児童、高齢者、障がい者に対する虐待等が社会的な課題となり、

また、外国につながる住民11をはじめとした出身地や出自を根拠としたいわれ

のない偏見や差別等の多様な人権侵害が深刻な問題となっています。 

こうした状況を改善するためには、全ての人が人権課題を「自分のこと」と

して捉える必要があります。 

大正区は、明治時代以降、沖縄や九州・四国をはじめとした日本各地からの

移住者とその子孫が多く暮らすまちで、その文化や歴史が地域コミュニティの

中で受け継がれています。 

この背景を活かし、それぞれの文化や歴史等の違いを尊重し、「異なったま
ま和やかに共に生きる」大正区ならではのまちづくりを進めることが重要で

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎施策の方向性 
 

① 人権啓発の継続・推進 

人権に関する施策については、継続した啓発の取組が重要であるため、人権

週間の人権展や講演会等、様々な機会を通じて区民一人ひとりが様々な人権課

題を「自らのこと」と捉えてもらえるよう取り組みます。さらに、SNS の活

用や地域・企業との連携による啓発活動を推進し、教育機関等との協力を通じ

て、次世代への人権教育の充実も図ります。 

 

 
11 「外国人住民」だけでなく、日本国籍を取得した人や戦前・戦後に日本に引きあげてきた人、親が外国籍である子ど

も、海外から帰国した子ども等、国籍は日本であっても外国籍の人と同様の課題を抱えている場合があるため、これらの

人々も視野に入れ、「外国につながる住民」という呼称を使用しています。 

・大正区に暮らす全ての人が不当な差別を受けることなく、個人として尊重さ

れ、生き生きと暮らすことができる状態。 

めざすべき将来像 

・区が実施する人権イベントの来場者アンケート等で「大正区で人権尊重のまち

づくりが進められている」と回答した割合：70％以上 

目安とする指標 
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② 地域の力で広げる多様性の輪 

外国につながる住民をはじめとした出身地や出自に由来する偏見や差別をな

くし、その生活習慣等の違いを知り・尊重していくため、地域コミュニティを

通じ様々な場で区民の相互交流の機会を創出し、相互認識を深めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

人権展 ブレイキン体験会 



 

第４章 将来像を実現する４つの柱  

- 16 - 

 

 

２ みんなで守り未来へバトンをつなげるまち「大正」                
 

（１）災害への備え 
 

近年頻発する様々な災害に備え、大正区では広報紙や SNS、イベント等に

よる防災啓発、地域自主防災組織への研修、個別避難計画の作成等を通じて

「自助」「共助」を推進し、医療機関と連携した医薬品のローリングストック

体制12の構築等「公助」の整備にも取り組んでいます。 

令和６年能登半島地震等の教訓を踏まえ、防災体制の実効性を高めるため、

業務継続計画13の検証や地勢・資源・被害想定に基づく災害応急対策の整備が

必要です。 

また、男女共同参画や多様性の尊重、バリアフリーや合理的配慮等の日常的

な取組が災害時における要配慮者への配慮につながることを意識するとともに、

地域の事業所や様々な団体の地域活動や地域防災訓練等への参画を通じて｢つ

ながりのフェーズフリー14化｣を進めることで、大正区の｢自助｣･｢共助｣の意識

を底上げし、みんなで支えあうまちづくりを進めていくことが大切です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
12 備蓄用医薬品等の購入費用を区役所が負担し、病院が確保・管理するという協力体制のもと、病院が日頃から管理して

いる医薬品等と併せて、日常の診療で使用しながら補充を行い、災害時の医薬品等の供給に備えること。 
13 災害時に限られた人員・資源で、市民生活に重要な業務を優先して確保・実施するため、通常業務は一時中断し、優先

業務の実施・再開時期等を整理した計画。 
14 日常時と非常時の境界を取り払い、どちらの状況でも活用できるようにすること。 

・区民や地域団体･企業等と行政が一体となって災害時に支えあい、安全に避難

できる状態 

めざすべき将来像 

・区役所と関係機関等が災害応急対策の連携強化に向けた取組を行っている状態 

・地域との協働により概ね令和８年度までに全地域（10 地域）で個別避難計画

を策定し、地域コミュニティにおける避難体制を確立する。 

目安とする指標 
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◎施策の方向性 
 

①  防災訓練の強化 

大正区総合防災訓練を通じて、業務継続計画の検証を行うとともに、区民や

地域団体、企業、行政等の関係機関との災害時における協力体制を確認します。 
 

② 地域防災力の向上 

地域自主防災組織の災害対応力を強化するため、実効性のある支援を推進し

ます。 
 

③ 医療救護体制の充実 

大規模災害時の医療救護体制の整備に向けて、医療機関及び医師会、歯科医

師会、薬剤師会との連携を一層強化します。 
 

④ 要配慮者に対する支援体制の整備 

医療的ケアが必要な方の円滑な避難方法について検討を進めるとともに、福

祉避難所との連携を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大正区総合防災訓練 
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令和７年犯罪発生数（単位：件）

 

（２）地域安全防犯対策 
 

大正区では、青色防犯パトロール車両による地域巡回、こども 110 番運動

の推進、通学路の安全点検、放置自転車対策等により、こどもから高齢者まで

区民の安全・安心を支える取組を進めています。 

また、地域見守り活動や防犯カメラの設置・管理、大正警察署等の関係機関

との連携により、令和７年も大阪市 24 区で最も犯罪件数が少ない状況を維持

しています。 

一方で、特殊詐欺の増加や自転車利用時のヘルメット着用率の低さが課題で

す。 

これらへの対応には、地域・警察・関係団体・企業・区役所が連携した取組

が必要です。 

また、地域の美化活動や高齢者の見守りは、犯罪の起こりにくい環境づくり

や顔の見える関係づくりに繋がり、防犯力の向上に寄与しています。 

こうした活動の意義を地域全体で共有し、継続的な支援と協力体制の強化が、

安全・安心なまちづくりの基盤となります。 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

・安全で安心して暮らせるまちづくりが進んでいる状態 

めざすべき将来像 

・区における犯罪発生件数が少ない状態を維持する：令和７年度実績以下 

目安とする指標 

(大阪市調) 

大
正
区 



第４章 将来像を実現する４つの柱 

- 19 - 

 

 

◎施策の方向性 
 

①  犯罪の起こりにくい環境整備 

青色防犯パトロール車両による地域巡回の実施、こども 110 番運動の推進、

通学路の安全点検、建設局と連携した放置自転車対策等を通じて、犯罪の起こ

りにくい環境の整備を継続的に進めていきます。 
 

② 自主防犯意識の向上 

大正警察署をはじめとする関係団体や地域団体等と連携した特殊詐欺の防止

やこどもを犯罪から守るための取組等を通じて、区民の自主防犯意識の向上を

図ります。 
 

③ 自転車マナーアップの啓発 

    自転車にかかる交通ルール、運転･駐輪のマナー、ヘルメット着用等の啓発

により、区民が安全に自転車を利用し誰もが安心して通行できるまちをめざ

します。 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

青色防犯パトロール 放置自転車対策 
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・全てのこどもや家庭に寄り添う支援体制が充実しており、安心して子育てで

き、こどもたちの安全が守られている状態 

めざすべき将来像 

 

３ こどもの夢をみんなで育むまち「大正」                
 

（１）安心して子育てできる環境づくり 
 

大正区では児童虐待に関する相談対応件数が依然として多く、18 歳未満の

児童人口に対する虐待相談の割合は大阪市平均を上回っており、特に相談対象

の児童のうち 0 歳から 6 歳までの乳幼児の割合が高く、就学前の子どもへの

虐待相談が多い傾向です。 

また、大正区では 10 代から 23 歳までの若年層で初めて親となった人の割

合が他区より高く、孤立感や不安感の増大も課題となっています。 

若年での出産・育児は経済的・精神的負担が大きく、支援の必要性が高いた

め、切れ目のない一体的な支援体制の充実が求められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎施策の方向性 
 

①  「大正区版ネウボラ」の推進 

全ての妊産婦、子育て世帯、こどもに対して、個々

のこどもや家庭のニーズに応じた切れ目のない一体的

な支援を行う「大正区版ネウボラ15」を推進し、児童

虐待の未然防止を図り、重大な児童虐待ゼロをめざし

ます。 
 

② 子育ての相談ができる環境の整備 

区役所、保育施設、地域の子育てサークル等と連携を図り、身近な地域で子

育てに関する相談や支援を受けられる体制を整備することで、子育てに伴う不

安や負担の軽減をめざします。 

 
15 フィンランド語で「アドバイスする場所」という意味。 

・子育て応援フェアをはじめとした子育て層を対象としたイベント来場者アンケ

ートで「地域の人や社会に支えられることにより、子育てがしやすくなったと

感じる」と回答した割合：75％以上 

目安とする指標 

子育てサークル 
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（２）未来を生きる力を育む環境づくり 
 

大正区では小・中学校の不登校児童生徒数が増加傾向にあることから、不登

校等の課題を抱えるこどもたちに対して、個々の状況に応じた支援を行う必要

があります。 

また、将来の夢や目標を持っている児童生徒の割合が大阪市平均に比べて低

いことから、将来の夢や目標を持つことができるきっかけづくりの機会を提供

することが求められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎施策の方向性 
 

①  不登校児童生徒への支援 

区内小・中学校に在籍する児童・生徒のうち、

生活困窮、ひとり親家庭等の理由により学校の授

業以外で学習機会が少ない児童・生徒、不登校や

病気による長期欠席等の児童・生徒について、学

力の向上を図り、貧困の連鎖を断ち切る一助とな

るよう、必要な支援を行います。 
 

② こどもの将来への夢と目標の育成 

こどもの将来への夢や目標を育むため、学びや成長を学校・家庭だけではな

く、社会全体で考えられる環境づくりを行います。 

また、こどもたちが社会に踏み出す勇気を持てるように、実社会を体験でき

る機会を設けることを含め、学校・地域・企業等が一体となって、夢や目標を

持ちチャレンジできるよう、こどもたちを応援します。 

 

・全てのこどもたちがいきいきと学び成長し、将来に夢や目標を持ち、チャレ

ンジできる状態 

めざすべき将来像 

・「学習・登校サポート事業」に参加した児童・生徒のうち以前より学習内容が

分かりやすくなったと感じる割合：80％以上 

・全国学力・学習状況調査で「将来の夢や目標を持っている」と肯定的な回答を

した児童・生徒の割合：大阪市平均以上 

目安とする指標 

不登校児童生徒への支援 
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・エリアリノベーションにより、区民が、日常の風景が変わったと実感し、自

らのまちに対する期待値が上がった状態 

めざすべき将来像 

 

４ 人・企業・まちが共に育つ、にぎわいと進化のまち「大正」                
 

（１）まちの活性化 
 

これまで大正区では、「TUGBOAT_TAISHO」の開業や連携協定を締結して

いる企業による「大正ヨリドコマルシェ」の開催、「大正トンボロマルシェ」

の実施等、主に北部や中央部のにぎわい創出に取り組んできました。 

その成果もあり、地価公示価格は区内全域で上昇し、特に大正駅周辺や北部

で顕著です。 

一方、人口は６万人を下回って以降、微増・微減を繰り返しています。 

今後は、これまでのまちづくりの担い手に加えて、大正区のまちの未来をポ

ジティブに描く新たな担い手を発掘しながら、大正区に今ある風景、文化や歴

史をはじめとしたコンテンツを再発見し、エリアの価値を高める取組、特に身

近な取組を積み重ねる必要があります。 
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平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 令和6年 令和7年 令和8年

大正区内地価公示価格（標準値）推移（単位：千円/㎡）

平尾５丁目５番９号 北村１丁目13番20号 千島１丁目９番４号

三軒家東６丁目３番２号 泉尾４丁目16番16号 三軒家東１丁目17番20号

北恩加島１丁目17番７号 平尾１丁目４番38号 三軒家東3丁目10番22号

小林西２丁目19番18号

(毎年１月１日時点) 
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◎施策の方向性 
 

①  ソフト面の施策 

➢ 民間主導のまちづくりを推進し、地域活性化に取り組む新たなまちづくりの

担い手を発掘します。また、世代や立場、分野の違いを尊重しながら横断的

な連携を図り、意欲のある個人・団体が行いたいことを積極的に支援します。 

➢ エリア価値の向上につながる「マルシェ16」等の地域イベントを積極的に支

援し、大正区の新たな魅力として定着を図ります。 

➢ 空家活用を促進する「大正さんぽ日和」等を実施する民間団体との連携を強

化し、空家の利活用促進を図ります。 
 

② ハード面の施策 

➢ 大正区全体の中長期的なまちづくりの方向性を定めたうえで、鶴浜地区の開

発を含めたまちづくりの方向性や学校跡地等の公有地の利活用について、

局・区役所が連携して検討を進めます。 

➢ 地域が運営している既存の児童遊園等や、行政が管理しているストック（資

産）をパブリックスペース（みんなが使える場所）としての新たな活用方策

について、地域の担い手とともに検討します。 

➢ 難波から大正区への人流を促す仕掛けを検討し、なにわ筋線開業に向けて西

区・浪速区と連携し取組を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
16 フランス語で「市場」という意味。ここでは大正トンボロマルシェのような「定期市」を想定。 

・区内の地価公示価格(標準地)のうち４か所の変動率について、令和８年度から

令和 11年度にかけて微増状態をめざす。 

①  

目安とする指標 

大正トンボロマルシェ 大正さんぽ日和 
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（２）ものづくり企業の活性化 
 

近年、大正区では産業構造の変化や高齢化、後継者不足等により、製造業の

事業所数や従業者数が減少しています。 

こうした課題に対応するため、平成 25 年度から企業と行政が連携し、もの

づくりフェスタやオープンファクトリー17等を通じて、地域の魅力発信や企業

ネットワークの強化、人材確保に取り組んでいます。 

長年参画する企業が多い一方で、新規参加も続いており、ネットワークは拡

大しています。 

ただし、今後の人手不足の深刻化を踏まえると、企業の積極的な参画が継続

されるかが懸念されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎施策の方向性 
 

①  地域企業の活性化と雇用促進 

地元企業に対する区民の理解を深めることで、ものづくり企業の活性化と人

材確保、さらにまちの活性化につながるよう取組を進めていきます。 
 

② ものづくり企業の課題解決への連携 

経済戦略局や他区と連携し、ものづくり企業が抱える経営者の高齢化に伴う

後継者問題・技術継承等の課題の解決や、企業のマッチングによりそのポテン

シャルを引き出す等、区域を越えた取組を実施します。 

 
17 普段は見ることのできない迫力ある「ものづくり」の現場と、まちの魅力スポットを巡るツアー。 

・ものづくり企業が区内での操業や地域との交流を通じて、区民の理解と信頼

を得ながら、「ものづくりのまち大正」が企業（従業員）・区民にとって「誇

り」と「生きる力」になっている状態 

めざすべき将来像 

・ものづくりフェスタの来場者：700人以上 

・オープンファクトリーの参加者：170名以上 

・工場見学会の受入回数：10回以上、 受入人数：700名以上 

目安とする指標 
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③ 区内企業の人材確保に向けた取組の見直し 

区内企業の人材確保に向けた取組として、これまで区内高等学校との意見交

換会や工場見学会を実施してきました。しかし、令和 10年 3月末をもって区

内から高等学校がなくなることから、今後は区外高等学校の受入れを含め、事

業内容の見直し・ブラッシュアップ18を検討していきます。 
 

 

 
18 物事をより良い状態に改善するため手を加えること。 

大正ものづくりフェスタ 大正・港・西淀川 

オープンファクトリー 

高校と企業との交流会 
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・地域の「子育て・教育」「魅力あふれるまちづくり」「見守り支え合うくら

し」「安全・安心」について、みんなが話し合い、協力しながらまちづくりを

推進し、自らの地域のことは自らの地域で決めている状態 

めざすべき将来像 

 

１ 地域活動の活性化                  
 

地域活動の活性化と地域コミュニティ(小学校区単位)の充実を図るためには、

地域まちづくり実行委員会による地域活動の自律的運営が必須です。 

しかしながら、区民の高齢化や地域活動の担い手の固定化、区民同士の関係

性の希薄化等により、特に若い世代の担い手が不足している状況です。 

区民自身が地域活動に参加・参画し、地域に対する愛着を深める取組を推

進することが喫緊の課題となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎施策の方向性 
 

①  地域活動と基盤づくり支援 

地域まちづくり実行委員会が地域特性に即した地域課題の解決に向けた取組

をより自律的に進めていけるよう、地域活動を担う人材の確保、情報発信の充

実や多様なつながり方のきっかけづくり等、地域の基盤づくりを支援していき

ます。 
 

② 地域コミュニティの充実 

区民まつり等の事業を通じ、地域活動に参画する機会

や場を設け、区民や各種団体、企業等の様々な活動主体

の連携を促すことで、人と人との出会い、つながりの場

づくりを支援し、より豊かで持続可能な地域コミュニテ

ィの充実を図ります。また、つながりを深めた活動主体

が実施する事業の活性化を支援することで、新たな担い

手や新しい取組の掘り起こしを推進します。 

・地域まちづくり実行委員会に対して実施するアンケートで「まちづくりセンタ

ー等は、地域の実情やニーズに即した支援を実施している」と回答した割合：

90％以上 

目安とする指標 

大正区民まつり 
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２ 情報発信・伝達力の強化                  
 

現在、広報媒体は広報紙、ホームページ、SNS（インスタグラム、ライン、

フェイスブック、エックス）、広報板及び報道発表によるマスメディアです。

令和 6 年度の区民意識調査によると、広報紙は多くの人に活用されており、

SNS は他の媒体に比べて認知度が低く、十分に活用されていない状況が見ら

れます。 

また、特に 30 代以下の年齢層では行政情報を入手していないとの回答も確

認されました。今後、社会のデジタル化に適応するためには、既存の広報紙に

加え、若年層に情報を届けやすい ICT19を活用した情報発信を強化し、ターゲ

ットやニーズに合わせて情報を発信する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎施策の方向性 
 

①  広報の充実とデジタル発信の強化 

既に区民に広く認知されている広報紙については、内容の充実を図り、より

一層の情報提供に努めます。あわせて、これまで行政情報や地域の魅力が十分

に届いていなかった方々に対しても、SNS 等のデジタル媒体を活用しながら、

積極的かつ効果的に情報を発信していきます。 
 

② 地域連携による魅力発信とファンづくり 

区の魅力情報等の発信について強化するとともに、区民や地域団体、企業等

と連携し、地域の様々な立場からも発信いただけるよう努め、大正区のファン

を増やしていきます。 

 

 
19 情報通信技術のこと。 

・全ての区民・企業等に対して、必要な時に必要な情報が区役所から届き、区

役所・区民・企業からの情報発信により、区政・区の魅力への関心が高まっ

ている状態 

めざすべき将来像 

・区インスタグラムのフォロワー数：2,000人以上 

目安とする指標 
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３ 区役所機能の強化と区民の生活の質(QoL)の向上                  
 

大正区では、平成 28年度以降、窓口サービスの評価において 9年連続で高

水準とされる「星 2つ」を獲得し、来庁者対応に一定の評価を得ています。 

加えて、“大阪市で一番ハードルの低い区役所”をめざし、誰もが気軽に相

談しやすい雰囲気づくりや、区民の声に真摯に耳を傾ける姿勢を大切にしてい

ます。 

また、区政運営においては区民の意見を施策へ反映する仕組みが整備され、

区政会議やアンケート等を通じた透明性やニーズ把握に成果が見られます。今

後は、職員の対応力向上や来庁者の困りごとに対する気づきの感度を高めるこ

とが一層求められています。 

さらに、令和 5年度に策定された「大阪市区役所 DX実行計画」に基づき、

行政サービスの利便性と業務の効率化を図るため、システム標準化や業務の見

直しを着実に進めることが重要となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎施策の方向性 
 

①  職員のスキル向上 

区役所職員のさらなるスキル向上や気づきの感度を

高めるため、職員への研修内容の充実を図ります。 
 

② 凡事徹底による信頼確保 

日ごろから当たり前のことを徹底的に行う「凡事徹底」を心がけ、不適切な

事態が発生しないよう、適切かつ確実な事務処理を徹底することで区民満足度

の向上に取り組み、区民の信頼確保に努めます。 

 

・区民・地域・職員がつながり、誰もが安心・便利に行政サービスを受けら

れ、区民の生活の質が向上している状態 

めざすべき将来像 

・区役所来庁者等に対する窓口サービスの格付け：星３つ 

・マイナポータルを利用した特例転出の利用率：50％以上 

・住民票等の交付についてコンビニ等の利用率：70％以上 

目安とする指標 

窓口サービスアップ研修 
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③  区民の多様な意見の把握・反映 

区民の声を反映した区政運営を実現するため、区民ニーズの的確な把握に努

めるとともに、区政会議等の区民参画型会議を積極的に活用し、区民がその効

果を実感できるように取り組んでいきます。 
 

④ DX 計画による利便性向上 

令和６年３月に策定の「大阪市区役所 DX 実行計画」

に基づき、市民・職員のニーズが高く効果の見込める分

野から順次取組を進めていきます。将来的には、市民・

地域社会・職員が、区役所 DX による利便性や効果を実

感できる状態の実現をめざします。 
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１ 人口について 

（１）年齢別人口 

【大阪市全体】 

【大正区】 

 大阪市の年齢別人口は 65 歳以上が増加傾向にあり、0～64 歳の割合が減少傾向

にあります。 

 大正区でも同様の傾向となり、65 歳以上の人口が増加し、人口割合では 32.2％

を占めています。 
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（２）総人口の推移 

【大阪市】 

【大正区】 

  

大阪市の総人口は近年緩やかな増加傾向にありますが、大正区では減少が続いて

いました。しかし、2024 年には約 20 年ぶりに大正区の総人口が増加に転じまし

た。ただし、大阪市全体の人口は今後減少していくことが予想されており、大正区

においても大幅な人口増加を期待することは難しい状況です。 
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（３）昼間人口の推移 

【大阪市】 

【大正区】 

 大阪市の昼間人口は 1995 年頃をピークに近年緩やかな減少傾向が続いており、

昼夜間人口比率も同様の動きを示しています。 

 一方、大正区では昼間人口の減少が続いているものの、昼夜間人口比率は近年横

ばいで推移しています。 
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（４）人口増減について 

【大阪市】 

【大正区】 

 大阪市の人口動態は、2000 年以降増加傾向にあり、同年を境に自然動態と社会

動態の関係が逆転しています。 

大正区では、2003 年に社会動態が一時的に増加し人口が増えましたが、それ以

降は自然動態・社会動態ともにマイナスが続いていました。しかし、2024 年には

社会動態が 7年ぶりにプラスとなり、人口増加が見られました。 
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（５）世帯の割合 

【大阪市】 

【大正区】 

 大阪市における世帯構成については、単独世帯の割合が年々増加傾向にあります。

単独世帯の年齢別割合を見ると、これまで 65 歳以上の割合が増加傾向にありまし

たが、2020年には 29歳以下及び 50～64歳の割合も増加しています。 

大正区においても大阪市全体と同様に、単独世帯の割合が増加しています。また、

単独世帯の年齢構成では、65歳以上の割合が引き続き増加傾向にあります。 
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（６）外国人人口の推移 

【大阪市】 

【大正区】 

 大阪市の外国人人口については 2015 年頃から増加傾向にあり、2022 年以降大

幅に増加しています。大正区においても同様の傾向があります。 
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２ 産業について 

（１）区別事業所数・従業者数について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区別の事業所数 (単位:ヵ所、％) 区別の従業者数 (単位:人、％)

区名 事業所数 構成比 区名 従業者数 構成比

大阪市 177,184 100.0 大阪市 2,308,581 100.0

北区 27,534 15.5 北区 483,501 20.9

都島区 4,697 2.7 都島区 45,997 2.0

福島区 4,798 2.7 福島区 59,396 2.6

此花区 2,641 1.5 此花区 47,534 2.1

中央区 32,046 18.1 中央区 522,692 22.6

西区 11,368 6.4 西区 163,111 7.1

港区 3,741 2.1 港区 42,662 1.8

大正区 2,991 1.7 大正区 29,595 1.3

天王寺区 5,774 3.3 天王寺区 61,010 2.6

浪速区 5,224 2.9 浪速区 71,682 3.1

西淀川区 4,015 2.3 西淀川区 50,691 2.2

淀川区 11,928 6.7 淀川区 159,904 6.9

東淀川区 5,446 3.1 東淀川区 53,302 2.3

東成区 4,643 2.6 東成区 40,950 1.8

生野区 6,586 3.7 生野区 45,504 2.0

旭区 3,139 1.8 旭区 25,874 1.1

城東区 5,092 2.9 城東区 50,058 2.2

鶴見区 3,648 2.1 鶴見区 37,748 1.6

阿倍野区 5,347 3.0 阿倍野区 56,055 2.4

住之江区 4,804 2.7 住之江区 71,996 3.1

住吉区 4,818 2.7 住吉区 43,851 1.9

東住吉区 5,389 3.0 東住吉区 42,910 1.9

平野区 7,305 4.1 平野区 64,909 2.8

西成区 4,210 2.4 西成区 37,649 1.6

(総務省・経済産業省「2021年経済センサス-活動調査 産業横断的集計」)

　

事業所数を区別にみると、中央区(3.2万ヵ所)と北区(2.8万ヵ所)の合計で、市内の3分の1(6万ヵ所)を占めてい

ます。次いで、淀川区(1.2万ヵ所)、西区(1.1万ヵ所)が多くなっています。

従業者数を区別にみると、中央区(52.3万人)と北区(48.4万人)の合計で市内の4割以上(101万人)を占めていま

す。次いで西区(16.3万人)、淀川区(16万人)が多くなっています。
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区別の年平均事業所廃業率・開業率（民営）（2016年～2021年）

浪速区

西淀川区

東淀川区

東成区

生野区

旭区

城東区

阿倍野区

住吉区

東住吉区

西成区

淀川区

鶴見区

住之江区

平野区

北区

中央区

(総務省・経済産業省「2021年経済センサス-活動調査 産業横断的集計」をもとに算出)

大阪市
都島区

福島区

此花区

西区

港区

大正区

天王寺区

浪速区

西淀川区

東淀川区

東成区

生野区

旭区 城東区

阿倍野区

住吉区

東住吉区

西成区

淀川区

鶴見区

住之江区

平野区

北区

中央区

4

4.5

5

5.5
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6.5
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1 2 3 4

廃業率 （％）

開業率（％）

（２）区別の年平均事業所廃業率・開業率（民営） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区名 開業率 廃業率

大阪市 2.31 5.69

都島区 2.02 5.69

福島区 2.04 4.92

此花区 1.72 4.46

西区 2.65 4.83

港区 1.66 5.06

大正区 1.44 5.01

天王寺区 2.03 5.56

浪速区 1.95 5.89

西淀川区 1.87 4.87

東淀川区 2.16 6.14

東成区 1.77 4.78

生野区 1.36 5.49

旭区 1.61 5.21

城東区 1.75 5.21

阿倍野区 1.93 6.57

住吉区 1.73 5.22

東住吉区 1.69 5.18

西成区 1.32 6.93

淀川区 2.50 5.19

鶴見区 1.86 4.87

住之江区 1.68 6.20

平野区 1.49 5.59

北区 3.22 6.32

中央区 3.04 6.15
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（３）区内総生産(名目)と産業別内訳 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考）区内総生産(名目)の主要産業別構成比 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:十億円)

区名 総生産 製造業 卸・小売業 サービス業 その他
大阪市 19,366 1,584 4,552 12,357 873
北区 5,516 161 1,314 3,836 204
都島区 185 14 29 127 14
福島区 390 18 168 184 20
此花区 305 150 30 114 10
中央区 6,230 132 1,455 4,370 273
西区 1,418 51 443 839 84
港区 218 40 27 134 17
大正区 174 91 21 54 8
天王寺区 296 17 50 220 10
浪速区 413 40 116 227 31
西淀川区 270 136 52 70 12
淀川区 1,320 144 369 741 65
東淀川区 219 60 39 109 11
東成区 156 45 57 47 7
生野区 152 80 26 41 5
旭区 81 11 17 48 5
城東区 331 48 32 237 14
鶴見区 157 64 36 46 12
阿倍野区 198 11 41 130 16
住之江区 706 110 87 494 15
住吉区 162 5 22 123 11
東住吉区 137 23 47 59 9
平野区 217 88 48 65 16
西成区 115 46 24 40 5

(大阪市「2021年度大阪市民経済計算」、総務省・経済産業省「2021年経済センサス-活動調査 産業横断的集計」に基づき試算）

(注)公務を含まない“産業”のみの生産額。区別の数値は推計値。
　「サービス業」は、電気･ガス･水道･廃棄物処理業,運輸･郵便業,宿泊･飲食サービス業,情報通信業,
　 金融・保険業,不動産業,専門･科学技術,業務支援サービス業,教育,保健衛生･社会事業,その他の
　 サービスの合計。「その他」は、農林水産業、鉱業、建設業の合計。

都心部の中央区、北区、西区及び淀川区の4区で市内総生産のおよそ75%を占めています。産業別構成を区別

にみると、生野区、大正区、西淀川区、此花区では区内総生産のうち製造業が占める割合が高くなっており、

それ以外の多くの区ではサービス業と卸・小売業が占める割合が高くなっています。

(単位:％)

区名 製造業 卸・小売業 サービス業 区名 製造業 卸・小売業 サービス業

大阪市 8.6 24.6 66.8 城東区 15.1 10.1 74.8

大正区 54.7 12.9 32.4 旭区 14.7 22.1 63.2

生野区 54.4 17.5 28.1 淀川区 11.5 29.4 59.1

西淀川区 52.7 20.1 27.2 浪速区 10.4 30.4 59.2

此花区 51.0 10.2 38.8 都島区 8.4 17.1 74.4

平野区 43.9 23.9 32.2 天王寺区 5.8 17.4 76.8

鶴見区 43.8 24.6 31.6 阿倍野区 5.8 22.6 71.6

西成区 41.9 21.9 36.1 福島区 4.8 45.5 49.7

東成区 30.1 38.3 31.6 西区 3.8 33.2 62.9 グラフ作成用

東淀川区 28.9 18.9 52.2 住吉区 3.6 14.5 81.9 主要産業別構成比（％）

港区 19.7 13.6 66.7 北区 3.0 24.7 72.2 区名

東住吉区 18.1 36.4 45.6 中央区 2.2 24.4 73.4 大阪市

住之江区 16.0 12.6 71.5 大正区

(大阪市「2021年度大阪市民経済計算」、総務省・経済産業省「2021年経済センサス-活動調査 産業横断的集計」に基づき試算） 生野区

西淀川区
(注)資料ともに(３)と同様。ただし、“その他”の生産額を除いて割合を算出しているため、 此花区

　　構成比は(３)とは異なる。また、十億円単位での割合でなく、実数から算出している。 平野区
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（４）製造業の区別事業所数・従業者数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:事業所、人)

区名 事業所 従業者数 区名 事業所 従業者数

大阪市 14,860 191,643 東淀川区 328 5,898

北区 805 16,544 東成区 921 8,458

都島区 332 2,522 生野区 1,621 13,072

福島区 330 3,230 旭区 263 2,599

此花区 237 8,835 城東区 718 7,377

中央区 1,087 17,744 鶴見区 494 6,884

西区 731 7,056 阿倍野区 238 2,506

港区 438 3,664 住之江区 403 9,300

大正区 429 6,468 住吉区 191 1,508

天王寺区 365 3,634 東住吉区 620 5,685

浪速区 289 6,299 平野区 1,636 16,292

西淀川区 926 15,606 西成区 484 5,273

淀川区 974 15,189

(総務省・経済産業省「2021年経済センサス-活動調査 産業横断的集計」)

製造業 区別の事業所数(2021年) 製造業 区別の従業者数(2021年)

製造業は、事業所を区別にみると、中小規模工場が集積する東部（平野区、生野区など）で多くなっています。

従業者数は、大規模工場が立地する淀川北岸部（淀川区、西淀川区）のほか、中央区、北区で多くなっています。
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（５）製造品出荷額等の金額及び分野別構成比 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:億円) (単位:％)

区名 基礎素材型 加工組立型 生活関連型 合計 基礎素材型 加工組立型 生活関連型

大阪市 17,860 8,973 7,409 34,242 52.2 26.2 21.6
北区 511 455 427 1,393 36.7 32.6 30.6
都島区 87 40 180 307 28.4 13.0 58.6
福島区 104 44 150 298 34.8 14.7 50.5
此花区 3,146 1,155 109 4,410 71.3 26.2 2.5
中央区 173 59 552 784 22.1 7.5 70.3
西区 217 158 203 579 37.5 27.3 35.1
港区 245 132 667 1,043 23.4 12.6 63.9
大正区 2,107 423 180 2,710 77.7 15.6 6.7
天王寺区 15 25 187 227 6.5 10.9 82.5
浪速区 90 41 307 438 20.6 9.3 70.1
西淀川区 2,186 1,049 657 3,891 56.2 27.0 16.9
淀川区 1,574 1,468 394 3,437 45.8 42.7 11.5
東淀川区 1,079 222 393 1,693 63.7 13.1 23.2
東成区 465 263 341 1,069 43.5 24.6 31.9
生野区 1,332 260 490 2,082 64.0 12.5 23.5
旭区 139 42 80 261 53.4 15.9 30.7
城東区 586 209 420 1,215 48.2 17.2 34.6
鶴見区 1,418 228 188 1,834 77.3 12.4 10.3
阿倍野区 58 57 131 246 23.5 23.2 53.2
住之江区 850 1,683 476 3,010 28.3 55.9 15.8
住吉区 11 0 84 95 11.8 0.0 88.2
東住吉区 131 59 247 437 29.9 13.5 56.6
平野区 956 648 426 2,030 47.1 31.9 21.0
西成区 382 254 118 754 50.7 33.7 15.7

(総務省・経済産業省「2021年経済センサス-活動調査 産業別集計(製造業)」)
(注)
1.対象は従業者数４人以上の事業所。　2.2020年1月から12月までの値を使用。
産業分類の詳細
＜基礎素材型＞木材・木製品、パルプ・紙・紙加工品、化学工業、石油製品・ 石炭製品、プラスチック製品、
  ゴム製品、窯業・土石、鉄鋼、非鉄金属、金属製品
＜加工組立型＞はん用機器、生産用機器、業務用機器、電子部品・デバイス・電子回路、電気機器、情報通信機器、
　輸送用機器
＜生活関連型＞食料品、飲料・たばこ・飼料、繊維、家具・装備品、印刷・同関連、なめし革・毛皮、その他 

　

淀川北岸部は化学工業が集積し基礎素材
型の割合が高い地域でしたが、近年、工
場移転等によりその割合が低下していま
す。

西部臨海部（此花区）は
基礎素材型の大規模工場
の立地が多く、出荷額も
大きくなっています。

東部は中小規模の金属・機械系
の工場が多く集積しています。

都心部は印刷関連の工場が集積
し、生活関連型の割合が高く
なっています。
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（６）卸売業における事業所数等の地域別シェア 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

卸売業における事業所数・従業者数・年間販売額における地域別シェア（2021年）

（単位：ヵ所、人、百万円、%)

事業所数 従業者数
年間商品

販売額

21,580 311,168 35,600,294 100.0 100.0 100.0
北区 2,746 57,345 10,732,341
中央区 5,750 97,182 11,932,962
西区 2,485 36,771 3,622,838
天王寺区 593 5,715 301,695
福島区 965 13,783 1,367,212
浪速区 939 10,958 815,327
都島区 349 3,148 147,760
淀川区 2,036 25,386 3,090,139
東淀川区 375 4,756 197,100
旭区 190 1,620 90,098
鶴見区 244 2,607 207,600
城東区 371 3,670 179,095
東成区 541 5,941 432,542
生野区 517 3,342 126,503
平野区 506 5,564 263,599
阿倍野区 325 3,461 127,805
住吉区 267 2,054 64,542
東住吉区 521 5,185 314,508
西成区 266 2,216 119,855
西淀川区 352 5,806 366,781
此花区 180 2,084 202,254
港区 343 3,221 140,194
大正区 282 2,544 128,332
住之江区 437 6,809 629,210

(総務省・経済産業省「2021年経済センサス-活動調査」)

(注)事業所数と従業者数は2021年6月1日現在（経済センサス活動調査の産業横断的集計）

　　年間商品販売額は2020年の数値（経済センサス活動調査の産業別集計）
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大阪市合計
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都心部(都心3区以外)

都心部(都心3区)

卸売業における地域別シェアをみると、都心部の中でも都心３区（中央区、北区、西区）に事業所数、従業

者数、年間商品販売額が集中しています。
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（７）区別商店街数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：ヵ所)

区名 商店街数 区名 商店街数

大阪市 428 東淀川区 9

北区 53 東成区 19

都島区 19 生野区 25

福島区 9 旭区 14

此花区 8 城東区 11

中央区 66 鶴見区 5

西区 12 阿倍野区 22

港区 11 住之江区 15

大正区 12 住吉区 9

天王寺区 12 東住吉区 25

浪速区 8 平野区 5

西淀川区 10 西成区 29

淀川区 20 (大阪市「大阪市商店街地図」)

(注)2023年度末の数字。

　

大阪市内の商店街数は2023年度末時点で428ヵ所となり、区別にみると中央区が66ヵ所と市内で最も多く、

次いで北区、西成区の順となっています。
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